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令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 

物流・自動車局物流政策課 

 

「物流情報標準ガイドライン」を ver.3.00 に改訂しました 

 

１．改訂の経緯 

 令和５年２月の ver.2.01 公開以降、多くの事業者の皆様にご活用いただいている一

方、ガイドラインの活用が様々な業界や場面に拡大してきたことに加え、物流ＤＸの浸

透などによって、物流データを取り巻く環境は変化し続けています。 

このため、令和６年９月 13 日（金）から令和６年 10 月 11 日（金）の約１か月間、

ガイドラインに関する意見募集が行われ、多くの御意見が寄せられました。 

皆様からいただいた御意見を踏まえ、学術者や業界団体、ガイドライン利用者等の有

識者で構成される物流情報標準化検討委員会において議論を重ね、この度、ver.3.00

への改訂が行われました。 

 

２．改訂のポイント （詳細は別紙参照） 

 標準貨物自動車運送約款の改正への対応 

 新たなトラックの標準的な運賃への対応 

 物流サービス提供者が参画する標準プロセスを追加 

 運送事業者から荷主企業へのＣＯ₂排出量報告に対応 

 その他、ユーザビリティの向上 

 

３．Ver.3.00 の公開 

「物流情報標準ガイドライン」ホームページにて公開しています。 

https://www.lisc.or.jp/ 

（管理：一般社団法人フィジカルインターネットセンター） 

 

 

 

 

 

 

わが国の産業活動や国民生活に必要な物流機能を安定的に確保していくためには、物流ＤＸや共同輸

配送の推進とともに、それらの前提となる物流標準化の取組が必要不可欠となります。国土交通省が関

係省庁として参画した内閣府「ＳＩＰスマート物流サービス」では、広範囲でのデータ連携などによる

物流の効率化・生産性向上のため、運送計画情報や出荷情報などに関する情報の標準化を推進すべく、

「物流情報標準ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）を策定し、令和５年２月に ver.2.01

を公開したところです。 

この度、その後の物流ＤＸの動向や関係者からのご要望等を踏まえ、より実態に即したガイドライン

として ver.3.00 への改訂が行われました。 

 

＜問合せ先＞ 

物流・自動車局物流政策課 宮沢、伊橋、杉山 

TEL：03-5253-8111（内線 41-853）、03-5253-8801（直通） 

※本ガイドラインの詳細に関するお問い合わせは、 

「物流情報標準ガイドライン」ホームページに記載の宛先まで 

お願いいたします。 
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運賃料金明細（共通）

距離制運賃 「標準的運賃」で定められた距離制運賃に基づく請求額 9(8)

時間制運賃 「標準的運賃」で定められた時間制運賃に基づく請求額 9(8)

個建運賃 「標準的運賃」で定められた個建運賃に基づく請求額 9(8)

待機時間料 「標準的運賃」で定められた待機時間料に基づく請求額 9(8)

積込料 「標準的運賃」で定められた積込料に基づく請求額 9(8)

取卸料 「標準的運賃」で定められた取卸料に基づく請求額 9(8)

附帯業務料 「標準的運賃」で定められた附帯業務料に基づく請求額 9(8)

利用運送手数料 「標準的運賃」で定められた利用運送手数料に基づく請求額 9(8)

燃油サーチャージ 「標準的運賃」で定められた燃油サーチャージに基づく請求額 9(8)
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標準貨物自動車運送約款の改正への対応 新たなトラックの標準的な運賃への対応

背景 2024年3月に標準貨物自動車運送約款の改正が告

示され、荷送人とトラック運送事業者相互による、運送

申込書、運送引受書の交付が規定されました。

2024年3月に新たなトラックの標準的運賃が告示されま

した。標準的運賃では、距離制運賃や時間制運賃の

他、個建運賃、待機時間料や積込料・取卸料も定めら

れました。

改定のポイント 運送申込書、運送引受書の例示で示されている項目を、

メッセージで送ることができるようになりました。

運賃請求や運賃支払い時、標準的運賃に従った項目

もメッセージで送ることができるようになりました。

改訂ファイル

（一部例示）

物流情報標準メッセージレイアウト：

運送依頼情報、運送依頼請け情報

物流情報標準メッセージレイアウト：

運賃請求情報、運賃支払情報

運送依頼者

運送依頼者名（漢字） 運送依頼者の漢字名称 K(320)

運送依頼者部門名（漢字） 運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称 K(100))

運送依頼者電話番号 運送依頼者の連絡先電話番号 X(20)

運送依頼者メールアドレス 運送依頼者の連絡先メールアドレス X(254)

運送依頼者緊急連絡先 運送依頼者の緊急連絡先（電話番号） X(20)

運送依頼者住所（漢字） 運送依頼者の漢字住所 K(500)

運送依頼者郵便番号 運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し） X(7)

物流情報標準ガイドラインを改訂し、Ver3.00を公開しました - 5つの主な改訂点 -

申込書/引受書と同じ項目をメッセージで送受信可能、

請負階層にも対応 標準的運賃に従った項目でメッセージを送受信可能

sugiyama-t2kb
別紙
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物流情報標準ガイドラインを改訂し、Ver3.00を公開しました - 5つの主な改訂点 -
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物流サービス提供者が参画する

標準プロセスを追加

運送事業者から荷主企業への

CO2排出量報告に対応

背景 物流サービス提供者が参画するケースの標準プロセスは、

共同運送のみ定義されておりましたが、生産性向上を進

める上でその他のケースも標準が求められておりました。

気候変動対策への注目度が高まる中、荷主企業にとっ

てスコープ3のCO2排出量を把握する重要性が高まりつつ

あり、運送事業者からの報告方法について、標準を定め

る必要がございました。

改定のポイント 共同保管、検品レスについても標準プロセスを定めました。 運送を完了した際、運送事業者からCO2排出量を報

告できるようになりました。さらに、共同運送での事業者

間の按分やEV等の次世代自動車にも対応しました。

改訂ファイル

（一部例示）

物流情報標準ガイドライン 物流情報標準メッセージレイアウト：

運送完了報告情報

※物流情報標準ガイドラインでは、生産性向上のためには、複数の運送

事業者と、荷送人や荷受人、寄託者、倉庫事業者との間で円滑な運

送を行うための調整を行う新たな主体が必要であると定義し、その主体

を物流サービス提供者と総称しています。

燃料法、燃費法、改良トンキロ法

全ての手法に対応CO2排出量算定

CO2排出量

CO2排出量算定手法

総走行距離

実車走行距離

燃費基準

最大積載量1

積載率（重量ベース）

CO2排出量按分に用いる荷送人走行距離

CO2排出量按分に用いる総重量

CO2排出量按分に用いる荷送人重量

重量単位コード

CO2排出量按分に用いる総容積

CO2排出量按分に用いる荷送人容積

容積単位コード

エネルギー供給時のCO2排出量

CO2排出量算定用使用燃料

燃料種類

単位発熱量（燃料）

排出係数（燃料）

電気種類

単位発熱量（電気）

排出係数（電気）

燃料使用量

個別燃料使用量単位コード

電気使用量

燃費（燃料）

燃費（電気）
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物流情報標準ガイドラインを改訂し、Ver3.00を公開しました - 5つの主な改訂点 -

5

その他、ユーザビリティ向上にむけた改訂

背景 データ項目の標準化やガイドライン準拠の意義についてご理解いただき、多くの事業者の皆様にガイドラインに興味関

心をいただけているなか、項目の不足等、利用しづらい部分がございました。

改定のポイント 幅広い業種、場面でガイドラインを利用いただけるよう、利用実態に合わせた改訂を行いました。

改訂ファイル

（一部例示）
複数レイアウト混在を防ぐための

事前納品通知情報の統合

3メッセージを1つに統合

1つのメッセージに納品伝票情報、

輸送情報、ユニット情報を含有

値の型や共通コードの見直し

新項目の追加や項目定義の見直し、値の型の拡張、

共通コードの追加を適宜実施

事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）

事前納品通知情報（輸送情報あり）

事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）

51.事前納品通知情報

納品伝票ヘッダー

納品伝票データ種別

・・・

運送依頼

運送依頼番号

・・・

車輌情報

輸送ID

届け先別情報

配送順番号

・・・

ユニット・路線便情報

荷姿コード

・・・

納品伝票情報

荷送人コード（本社）

・・・

中継拠点

中継拠点順番号

・・・

納品伝票個別情報

運送区分

・・・

商品明細

GTIN-13

GTIN-14

・・・

例 改訂前 改訂後

新項目追加

項目定義見直し

貨物運搬時

の注意事項

を記載する

「物流注意事

項」

物流注意事

項として1つの

項目を用意

注意事項の

詳細を記載

可能なよう、

物流注意事

項（運送）、

物流注意事

項（保管）

に分割

値の型拡張 荷送人コード 13桁 36桁

納品伝票番

号

23桁 36桁

共通コード追加 運送区分 販売物流、

在庫移動か

らの選択

調達物流、

回収物流、

廃棄物流も

選択可能


	250110_物流情報標準ガイドライン主な改訂点.pdf
	スライド 1: 物流情報標準ガイドラインを改訂し、Ver3.00を公開しました - 5つの主な改訂点 -
	スライド 2: 物流情報標準ガイドラインを改訂し、Ver3.00を公開しました - 5つの主な改訂点 - 
	スライド 3: 物流情報標準ガイドラインを改訂し、Ver3.00を公開しました - 5つの主な改訂点 -


